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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
印刷材料をスクリーンの開口部を通過させて被印刷面に塗布するスクリーン印刷装置であ
って、印刷パターンに対応した形状の印刷材料通過用開口部を有するスクリーンと、前記
スクリーンを所定の張力をもって支持する四辺形のスクリーン固定用フレームと、前記ス
クリーン固定用フレームにおける少なくとも対向する２つの枠体辺部の少なくとも一方の
側面に圧力を印加する手段とを備え、前記圧力を印加する手段は、印刷時その圧力により
、前記フレームの枠体辺部を内方向に変形させて前記スクリーンの開口部の外形寸法が縮
小する方向にこの開口部の外形寸法を調整し、
前記圧力を印加する手段が、一方の枠体辺部の側面全体に面接触する当接ブロックと、他
方の枠体辺部の側面に押圧力を加える応力印加手段とを備えることを特徴とするスクリー
ン印刷装置。
【請求項２】
基板上に並列された複数の隔壁の間に形成される細長い溝内に、ストライプ状の蛍光体ペ
ーストを充填するスクリーン印刷装置であって、前記複数の細長い溝の形状に対応した複
数の開口部を有するスクリーンと、前記スクリーンを所定の張力をもって支持する四辺形
のスクリーン固定用フレームと、前記スクリーン固定用フレームにおける前記ストライプ
状開口部群と平行する２つの枠体辺部の少なくとも一方の側面に圧力を印加する手段とを
備え、前記圧力を印加する手段は、印刷時その圧力により、前記フレームの枠体辺部を内
方向に変形させて前記スクリーンのストライプ状開口部の幅寸法を縮小し、当該開口部の
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配列ピッチを前記基板上の細長い溝の配列ピッチと一致させ、
前記圧力を印加する手段が、一方の枠体辺部の側面全体に面接触する当接ブロックと、他
方の枠体辺部の側面に押圧力を加える応力印加手段とを備えることを特徴とするスクリー
ン印刷装置。
【請求項３】
前記スクリーンのストライプ状開口部群のトータルピッチを検出する手段をさらに備え、
この検出出力に基づいて前記応力印加手段による押圧力を制御することを特徴とする請求
項２記載のスクリーン印刷装置。
【請求項４】
応力印加手段は、エアーシリンダーを備える請求項１～３の何れか１つに記載のスクリー
ン印刷装置。
【請求項５】
前記フレームの一方の枠体辺部を支持する当接ブロック側マスク支持体と、前記フレーム
の他方の枠体辺部を支持する応力印加手段側マスク支持体とをさらに備え、これらのマス
ク支持体が互いに独立して配置されていることを特徴とする請求項１～４の何れか１つに
記載のスクリーン印刷装置。
【請求項６】
前記当接ブロック側マスク支持体は、前記フレームの一方の枠体辺部を上下方向の押圧力
によって固定し、かつ前記当接ブロックを介して前記フレームの一方の枠体辺部の側面を
支持する請求項５に記載のスクリーン印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラー表示用のプラズマディスプレイパネルにおける蛍光体等の微細なパター
ン膜を形成するのに好適なスクリーン印刷方法及びスクリーン印刷装置に関する。
カラープラズマディスプレイパネル等のフラットディスプレイ装置においては、その表示
品質を向上させるために、蛍光体、隔壁、電極等の微細なパターンの膜を精度良く印刷す
ることが求められている。
【０００２】
【従来の技術】
図１０は、従来のスクリーン印刷方法、印刷装置を説明するためのスクリーンマスクを示
すものであり、図１０（ａ）は斜視図、図１０（ｂ）はａ－ａ’部の断面図である。
スクリーン印刷は、図１０に示すように、印刷パターンに対応した形状の開口部３３ａが
形成されたスクリーン３３が、金属製の枠状フレーム３２に所定の張力をもって支持され
てなるスクリーンマスク３１を用いて行われる。このスクリーンマスク３１は、被印刷物
に対して所定の間隙を設けて配置される。
【０００３】
例えば、カラープラズマディスプレイパネル（以下ＰＤＰと称する）の蛍光体印刷を行う
場合、アドレス電極、誘電体層及びストライプ状の隔壁が形成されたガラス基板は、上記
スクリーンマスク３１の下方に搬送され、搬送後スクリーンマスク３１の開口部との位置
合わせが行なわれる。その位置合わせは、ガラス基板上の隔壁間に形成される細長い溝と
、スクリーン３３における前記溝の形状に対応したストライプ状の開口部３３ａとが対向
するように調整される。
【０００４】
この位置合わせ後、スクリーンマスク３１のスクリーン上に所定の発光色、例えば赤色の
蛍光体ペーストを供給し、スクリーン３３上でのスキージの摺動により、開口部３３ａを
介して当該蛍光体ペーストをガラス基板上の所定の隔壁間の溝内に充填する。
このようにして赤色の蛍光体ペーストの塗布を終了した後、緑色及び青色の蛍光体ペース
トについて、開口部位置の異なる各々のスクリーンマスクを用いて同様な手法により緑色
、青色に対応する隔壁間の溝内に順次充填し、蛍光体印刷を完了する。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
表示品質を向上させるための高解像度化に伴い、蛍光体が印刷される隔壁間の溝のピッチ
は微細化する傾向にあり、蛍光体印刷に用いる上記スクリーンマスク３１も微細なピッチ
の開口部３３ａを有するものとなっている。また表示画面が大型化する傾向にあって、開
口部の数量も増大している。
【０００６】
しかしながら、従来のスクリーン印刷装置と印刷方法では、そのような微細ピッチのパタ
ーンにおいて精度良い印刷を持続させることが困難になっている。
すなわち、上述したようにスクリーンマスクを用いる印刷方法においては、印刷時の条件
、例えばスキージ圧や蛍光体ペーストの粘度の微妙な変化による寸法誤差、または使用回
数や時間経過に伴うスクリーン自体の拡縮による印刷位置の変化等を要因とする印刷精度
の低下が生じる。
【０００７】
このような印刷精度の低下は、微細パターンの場合、隔壁間の溝内へ充填される蛍光体ペ
ースト量の不足、さらに精度低下が著しい場合には、不所望な場所への印刷、例えば赤色
の蛍光体が緑色の蛍光体を充填すべき隔壁間の溝に印刷される等、致命的な欠陥の発生を
引き起こすことになる。
印刷条件による寸法誤差は、マスク設計時に印刷条件を考慮することによる予測から、あ
る程度抑えることも可能で、致命的欠陥の発生は防止できるが、マスクの使用回数には限
界があり、誤差発生時点での交換が必要となる。
【０００８】
また、スクリーンマスクの設計には、熟練者であっても長期間を必要とするため、寸法誤
差の発生や仕様変更等によるマスクパターンの変更は簡単ではなく、即座な対応は困難で
ある。
本発明は、上記課題を解決して、スクリーンマスクの寸法調整を可能にすることにより、
スクリーンマスクの設計を容易にすると共に、印刷条件やスクリーンの拡縮による寸法誤
差、或いは仕様変更に即座に対応できるスクリーン印刷方法及びスクリーン印刷装置を提
供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明は、印刷パターンに対応する開口部が形成され、かつフ
レームに張られたスクリーンを用いて、被印刷面に印刷材料を印刷するスクリーン印刷方
法であって、
前記フレームに対して、それの側面に圧力を加えるか、もしくは引っ張り力を与えること
により、該フレームを変形させて前記スクリーンの開口部寸法を縮小もしくは拡張した状
態で、前記印刷材料を当該スクリーンの開口部を介して前記被印刷面に印刷することを特
徴としている。
【００１０】
要するに本発明のスクリーン印刷方法では、スクリーン固定用のフレームに外力を加えて
、スクリーンの面内方向の形状を縮小或いは拡張し、スクリーンの開口部寸法を微調整す
る。
そのため、高精度の印刷が可能であるし、印刷条件の変化や仕様変更等による印刷パター
ンの寸法変更に容易に対応可能であるとともに、マスクの設計も簡単となる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しながら詳細に説明する。
図１は本発明の第一実施例を説明するためのスクリーンマスクと応力印加手段の斜視図、
図２は図１のａ－ａ’線に沿った断面図、図３は応力印加手段の詳細図である。
【００１２】
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スクリーンマスク１は、図１及び図２に示すように、アルミニウム製の四辺形のスクリー
ン固定用フレーム（以下フレームと記す）２と、該フレームに所定の張力をもって接着支
持されたスクリーン３とから構成される。
フレーム２は、印刷時に後述するように、マスク支持体６に支持されるとともに、印刷条
件や使用回数（印刷回数）等を考慮して予め設定された圧力が応力印加手段により加えら
れる。スクリーン３は、ステンレス製のメタルメッシュに乳剤を塗布したもので、乳剤を
塗布しない部分が印刷パターンに対応した開口部となる。この開口部については、図５及
び図６を参照して後で詳述する。
【００１３】
前記マスク支持体６は、フレーム２の対向する２つの枠体辺部を支持するように配置され
ており、その上側の支持部にはフレーム固定用の固定部材６ａが上下動可能に取り付けら
れている。固定部材６ａは、フレーム２における２ケ所の隅角部を押圧するように配置さ
れており、下降させることにより当該隅角部をマスク支持体６に固定する。このフレーム
の固定は、後述のエアーシリンダー４によるスクリーン３の印刷パターンの寸法調整後に
行なわれる。なお、固定部材は１個でも良い。
【００１４】
前記応力印加用のエアーシリンダー４は、前記フレーム２の対向する２つの枠体辺部に対
して、前記マスク支持体６の側壁部を貫通するように配置される。またエアー供給管５を
介してエアーの供給と排気が行なわれる。図３を参照してさらに詳しく述べると、エアー
シリンダー４は、矢印方向に移動可能なピストンロッド４ａを有し、該ロッドの先端を前
記フレーム２の側面に当接させ、その当接力を前記エアー圧の大きさにより加減調整する
。
【００１５】
要するにエアーシリンダーのピストンロッド４ａの押圧力によりフレーム２に応力が加わ
り、それに伴ってフレーム２の枠体辺部を内方向に変形し、スクリーン３の開口部の外形
（パターン）寸法が縮小する方向に調整される。なお、スクリーン３は縮小する方向の調
整を行う関係上、スクリーンにおける開口部３ａの寸法は若干大きめに設定してある。
【００１６】
前記エアー圧の加減調整は、エアーの供給と排気を制御するマスフローコントローラー７
により行なわれる。マスフローコントローラ７は、制御装置８によって制御されるもので
あり、この制御装置６にあらかじめ印刷パターン寸法や印刷条件等の最新情報が入力され
る。
なお、前記エアーシリンダー４は、フレーム２の四辺全てに配置することも可能であり、
その場合には更に細かい調整を行なうことができる。
【００１７】
さて、次に対角４２インチのＰＤＰ用基板に蛍光体印刷を行なう実施例について図４～図
６を参照して説明する。
まずＰＤＰ用基板１０を図示しない印刷装置のステージ上に搬送する。このＰＤＰ用基板
１０を載置したステージは、上昇され、スクリーンマスク１とほぼ接触するように位置決
めされる。図４は、この状態を示す断面図である。なお、図４（ａ）は前記図１の点線ｂ
－ｂ’で示す切断部の断面図、図４（ｂ）は図１の点線ａ－ａ’で示す切断部の断面図に
それぞれ相当する。
【００１８】
ＰＤＰ用基板は、ガラス基板１０上にストライプ状のアドレス電極１１とアドレス電極１
１を覆う誘電体層１２とを形成し、さらに該誘電体層上に前記アドレス電極１１を挟むよ
うにストライプ状の隔壁１３を形成している。
このＰＤＰ用基板には、１９２１本の隔壁によって１９２０本の溝が形成されているので
、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の蛍光体１４はそれぞれ６４０本（１９２０本／３）の
溝の中に印刷される。従って、前記スクリーンマスク１とＰＤＰ用基板１０との位置決め
は、スクリーン３のストライプ状開口部３ａと隔壁１３間の溝とを一致させるように行な
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われる。このとき本発明の特徴にしたがって、上述したところのエアーシリンダー４によ
ってスクリーンマスク１のフレーム２に対し所定の圧力が印加される。この圧力印加状態
は、所定色の蛍光体印刷が終了するまで維持される。
【００１９】
この圧力印加状態において、図４（ａ）に示すように、スクリーン３上に例えば赤色の蛍
光体ペースト１４を供給し、スクリーン３上でスキージ１５を移動させる。これによって
開口部３ａから蛍光体ペーストが押し出され、ガラス基板１０上の所定の隔壁１３間の溝
内に蛍光体ペースト１４が充填される。この時、スクリーン３の開口部３ａは、図４（ｂ
）からわかるように、隔壁１３の３ピッチおきに形成しているので、当該赤色の蛍光体ペ
ースト１４は３ピッチおきに充填される。
【００２０】
このようにして赤色の蛍光体ペーストが印刷された後は、１ピッチ分ずつ位置のずれた開
口部３ａを有するスクリーン３をそれぞれ用いて、緑色、青色の蛍光体ペースト１４を順
次１ピッチずつずれた隣の隔壁１３間の溝内に充填する。そして印刷された赤色、緑色、
青色の蛍光体ペーストは、乾燥させ、５００℃程度の温度で焼成することでペースト中に
含まれるビヒクルを蒸発させる。これにより、図示しないが隔壁１３間の溝内、即ちアド
レス電極１１上の誘電体層１２表面と隔壁１２側面に蛍光体が被着される状態となる。
【００２１】
ここで、本実施例における応力印加手段を使用した場合の印刷パターン寸法の変化につい
て説明する。
図５は、本実施例で使用したスクリーン３の平面図であり、ストライプ状開口部３ａの寸
法及びピッチの関係を示している。また図６は、実際に蛍光体ペースト１４が印刷された
ガラス基板１０の平面図と応力変化に伴う印刷寸法の変化を示すグラフである。
【００２２】
本実施例では、図５に示すように、幅Ａが０．２ｍｍ、１ピッチＢが１ｍｍ、トータルピ
ッチＣが１０００ｍｍの６４０本のストライプ状開口部３ａを有するスクリーン３を使用
した。
このようなスクリーン３を用いて実際に蛍光体ペースト１４が印刷された状態を図６（ａ
）に示し、中央部付近のトータルピッチＰの変化をシリンダーのエアー圧力をパラメータ
ーにして測定した結果を図６（ｂ）に示している。
【００２３】
シリンダーのエアー圧力は、図３のマスフローコントローラ７によってエアーシリンダー
４に加えられるエアー圧力であり、単位をキロパスカル（ＫＰａ）で表している。本実施
例では４カ所にエアーシリンダー４を備えているが、同一の圧力を印加するものとする。
開口部３ａのトータルピッチＣを１０００ｍｍとしたスクリーン３の使用に対して、シリ
ンダーのエアー圧力を０～６（ＫＰａ）と変化させた場合、実際に印刷された蛍光体ペー
スト１４のトータルピッチＰは、図６（ｂ）に示すように０．５ｍｍの範囲で、エアー圧
力にほぼ比例して変化した。
【００２４】
従って、エアーシリンダー４に加えるエアー圧力によって、印刷される蛍光体ペーストの
寸法制御を行うことが可能であり、仕様変更やスクリーンマスク３自体の状態変化に容易
に対応することができる。
このエアー圧力調整を行って蛍光体の印刷を実施した結果、複数のストライプ状開口部３
ａの幅Ａ、ピッチＢが均等に変化していることを確認し、スクリーン面内での寸法バラツ
キが生じていないことを確認した。
【００２５】
次に本発明の拡張例と変形例について説明する。
まず拡張例に相当する本発明の第二実施例を説明する。図７はこの第二実施例に係るスク
リーンマスクの斜視図であり、第一実施例と同一部分には同一符号を付している。
この第二実施例が第一実施例に比して異なる構成は、ＣＣＤカメラ９を備える点である。
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すなわち、スクリーン３の４隅に対応する部分にそれぞれＣＣＤカメラ９を配置し、スク
リーンにおける左端の開口部３ａ及び右端の開口部３ａの位置を検知することで、開口部
３ａのトータルピッチを常時検出している。
【００２６】
この検出結果を基にエアーシリンダー４のエアー圧力を制御する。例えばＣＣＤカメラ９
でのトータルピッチ検出結果を図３に示す制御装置８に入力する条件の一つにして、マス
フローコントローラ７を制御することにより、フレーム２への圧力調整を行う。
この第二実施例では、基板上の印刷対象部分のピッチ等から開口部３ａのトータルピッチ
の適正値を予め設定しておき、ＣＣＤカメラ９によるトータルピッチ検出結果において、
トータルピッチが適正値から外れた場合にエアーシリンダー４を動作させて、スクリーン
３の開口部寸法の微調整を行う。
【００２７】
以上のように、スクリーン３の開口部３ａの状態( スクリーンの伸びによる拡張等) を検
出し、その結果に基づいてフレームへの応力印加を行う第二実施例によれば、スクリーン
３の経時変化による開口部３ａの寸法誤差を防止することができ、実際に印刷される蛍光
体の寸法精度を高めることが可能となる。
なお、第二実施例では、開口部３ａの２カ所でトータルピッチを検出しており、それぞれ
の位置においてエアーシリンダー４による寸法調整を行うことで、開口部３ａの長手方向
の位置の違いによる寸法バラツキに対しても対応することが可能となっている。
【００２８】
また、図示していないが、ガラス基板１０に印刷される蛍光体の外形（パターン）寸法を
検出する手段（例えばＣＣＤカメラ）を設置しておき、この検出結果に基づいてフレーム
２に印加する応力を調整したり、さらに実際に印刷された蛍光体のパターン寸法とスクリ
ーン３の開口部３ａのパターン寸法の両方を検出して、双方の検出結果に基づいてフレー
ム２に印加する応力を調整する等して、印刷精度を高めることも可能である。
【００２９】
図８も本発明の拡張例に相当する第三実施例のスクリーンマスクを示す図であり、図８(a
)は斜視図、図８(b)は断面図を示す。なお、この第三実施例においても、第一実施例と同
一部分には同一符号を付している。
この第三実施例が第一実施例に比して異なる構成は、エアーシリンダー４がフレーム２の
一方の枠体辺部に対してのみ設けられ、フレーム２の他方の枠体辺部には当接ブロック１
６が面接触するように設けられている点である。すなわち、当接ブロック１６は、フレー
ム２における１つの枠体辺部の側面全体に接触しており、ネジ式の加圧ピン１７によりス
トロークの変更を可能としている。
【００３０】
したがって、スクリーンマスク１’は、フレーム２の一側面を当接ブロック１６に付き当
てた状態で、反対側のエアーシリンダー４によりフレーム２に応力を加えることで、スク
リーン３における開口部寸法の微調整が行なわれる。
この第三実施例によれば、当接ブロック１６によりフレーム２の片方の側面全体が支持さ
れているため、フレーム２に部分的に応力が加わることがなく、均等な応力印加が可能で
ある。故に、より精度の高い調整を行なうことができる。
【００３１】
次に本発明の変形例を説明する。
図９はフレームへの応力印加手段の別の例を説明するための図である。
図９に示す応力印加手段は、スクリーン２３を接着支持するフレーム２２の端部を挟持し
てねじ止めされる挟持部材２４を有し、これをモータ等の駆動源２５によって駆動する構
成とされている。
【００３２】
このような応力印加手段によれば、フレーム２２を挟持しているため、図３に示す応力印
加手段がフレームを縮小するのみであるのに対して、フレーム２２を外側に引っ張る方向
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に応力を印加することができる。
従って、スクリーン２３の元の開口部の寸法に対して拡張することが可能で、開口部寸法
の変更範囲がより広くなる。
【００３３】
なお、制御装置２６は、図３において説明した制御装置８と同様、入力される各種条件に
従って駆動源２５をコントロールするものである。
以上説明した実施例においては、フレームの対向する２つの枠体辺部に対してエアーシリ
ンダー等の応力印加手段を設けたが、その設置位置、数量は、パターン寸法の変更方向等
によって適宜選定すれば良く限定されるものではない。
【００３４】
また、本発明は微細パターンの印刷において効果を有するものであり、ＰＤＰの蛍光体印
刷に限定されるものでもなく、例えばＰＤＰの隔壁、プリント回路の配線用導体等を形成
する場合に適用可能である。
【００３５】
【発明の効果】
本発明のスクリーン印刷方法及びスクリーン印刷装置によれば、スクリーンを接着支持し
ているフレームに応力を加えることにより、スクリーンを面内方向に拡張或いは収縮可能
となっており、スクリーンにおけるパターンの微調整を行うことができ、従って高精度の
印刷が可能であり、また印刷条件の変化や仕様変更等によるパターン寸法の変更に容易に
対応可能であると共に、マスク設計も簡単になる。さらに応力印加手段を追加するだけの
簡単な構成であり、作業性も容易であるなど実用的に優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施例を説明するためのスクリーンマスクの斜視図である。
【図２】本発明の第一実施例を説明するためのスクリーンマスクの断面図である。
【図３】本発明の第一実施例に係るフレームへの応力印加手段を説明するための図である
。
【図４】蛍光体の印刷工程を説明するための断面図である。
【図５】本発明の第一実施例で使用するスクリーンの具体的構成を説明するための平面図
である。
【図６】本発明に係る蛍光体ペーストが印刷されたガラス基板平面図及び圧力に対するピ
ッチ変化を示すグラフである。
【図７】本発明の第二実施例を説明するためのスクリーンマスクの斜視図である。
【図８】本発明の第三実施例を説明するためのスクリーンマスクの斜視図及び断面図であ
る。
【図９】本発明に係るフレームへの応力印加手段の別の例を説明するための図である。
【図１０】従来のスクリーン印刷方法、印刷装置を説明するためのスクリーンマスクの斜
視図及び断面図である。
【符号の説明】
１　スクリーンマスク
２　フレーム
３　スクリーン
３ａ　開口部
４　エアシリンダー（応力印加手段）
５　エアー供給管
６　マスク支持体
７　マスフローコントローラ
８　制御装置
９　ＣＣＤカメラ
１０　ガラス基板（ＰＤＰ基板）
１４　蛍光体
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